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農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

登
載
申
請
の
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

　
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
登

載
申
請
は
、
農
家
の
人
が
農
業
委
員
の

選
挙
人
お
よ
び
被
選
挙
人
と
し
て
資
格

が
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
大
切
な
手

続
き
で
す
。

　
登
載
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
、

選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
ず
、
農
業
委

員
選
挙
が
行
わ
れ
る
場
合
、
投
票
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
必
ず
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
有
権
者
の
要
件
（
申
請
該
当
者
）
…

平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
で
市
内
に
住

所
が
あ
り
、
平
成
25
年
３
月
31
日
現
在

で
満
20
歳
以
上
（
平
成
５
年
４
月
１
日

以
前
生
ま
れ
）
の
人
の
う
ち
、
次
の
条

件
に
該
当
す
る
人

①
10
㌃
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て
い
る
人

②
前
記
耕
作
人
の
同
居
親
族
ま
た
は
配

偶
者
で
、
年
間
60
日
以
上
耕
作
に
従
事

し
て
い
る
人

▼
申
請
方
法
…
12
月
下
旬
に
各
世
帯
に

配
布
さ
れ
る
登
載
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
平
成
25
年
１
月
10
日
㈭
ま

で
に
農
業
委
員
会
事
務
局
、各
地
域
局
、

各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
記
入
方
法
は
、
登
載
申
請
書

裏
面
の
注
意
事
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
有
権
者
の
要
件
を
満
た
す
人
で
登
載

申
請
書
が
配
布
さ
れ
な
い
場
合
は
、
農

業
委
員
会
事
務
局
か
各
地
域
局
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
業
委
員
会
事
務
局
（
☎
�
０
２

２
６
）、
各
地
域
局
地
域
振
興
課

 

ミ
ツ
バ
チ
飼
育
者
届
け
出
制
度

 

飼
育
の
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す

　

養
ほ
う
振
興
法
が
一
部
改
正
さ

れ
、
平
成
25
年
１
月
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
養
蜂
業

者
だ
け
で
な
く
、
自
家
用
で
蜜
蜂
を

飼
育
し
て
い
る
人
も
毎
年
、「
蜜
蜂

飼
育
届
」
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ

ま
す
。蜜
蜂
飼
育
届
を
提
出
し
な
い
、

ま
た
は
虚
偽
の
届
け
出
を
し
た
と
き

は
、
10
万
円
以
下
の
過
料
に
処
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
届
け
出
対
象
者
…
蜜
蜂
を
飼
育
す

る
人
。
た
だ
し
、
除
外
規
定
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
県
畜
産

課
に
問
い
合
わ
せ
る
か
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
届
出
期
限
…
平
成
25
年
１
月
４
日

㈮
～
１
月
31
日
㈭

▼
届
出
事
項
…
届
出
者
の
住
所
、
氏

名
、電
話
番
号
、飼
育
場
所
（
地
番
）、

飼
育
蜂
群
数
な
ど

▼
届
出
書
類
に
つ
い
て
は
、
備
中
県

民
局
農
畜
産
物
生
産
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。
ま
た
、
県
畜
産
課
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

備
中
県
民
局
農
畜
産
物
生
産
課（
☎

０
８
６
ー
４
３
４
ー
７
０
３
３
）

毎
月
10
日
は
、

「
ノ
ー
レ
ジ
袋
デ
ー
」

税（科）目 期 納　期　限
（口座振替日）

〈予告〉１月の納期
　○市民税・県民税　普通徴収４期
　○国民健康保険税
　○介護保険料
　○後期高齢者医療保険料
　　※納期限／口座振替日＝1/31㈭

  固定資産税・都市計画税 ３期
12/25

㈫
  国民健康保険税

普通徴収 ６期  介護保険料
  後期高齢者医療保険料
【お願い】 口座振替を登録されている人は、振替日前に預金残高の確認をお願いします。

　12月納期限（口座振替日）のお知らせ

普通徴収
（７期）

税務課（☎�０２１５）
　後期高齢者医療保険料は保険課（☎�０２５８）

 
平
成
24
年
工
業
統
計
調
査

調
査
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
工
業
統
計
調
査
は
我
が
国
の
工
業

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
、
統
計
法
に
基
づ
く
報
告

義
務
が
あ
る
重
要
な
統
計
で
す
。

　
調
査
結
果
は
中
小
企
業
施
策
や
地

域
振
興
な
ど
の
基
礎
資
料
と
し
て
利

活
用
さ
れ
ま
す
。

　
調
査
時
点
は
12
月
31
日
で
す
。
調

査
票
へ
の
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

企
画
課
（
☎
�
０
２
０
８
）

 

水
道
の
防
寒
対
策

凍
結
・
破
裂
に
気
を
つ
け
て

　
冬
季
に
な
る
と
、
水
道
管
の
凍
結

や
破
裂
が
多
発
し
ま
す
。

　
特
に
、
屋
外
に
あ
る
水
道
管
や
水

道
メ
ー
タ
ー
な
ど
は
凍
結
し
や
す
い

の
で
、
布
や
保
温
材
を
巻
き
つ
け
る

な
ど
し
て
凍
結
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

　
万
一
、
凍
結
し
た
場
合
は
、
蛇
口

を
開
け
て
、
凍
っ
た
部
分
に
タ
オ
ル

な
ど
を
か
ぶ
せ
、
そ
の
上
か
ら
ぬ
る

ま
湯
を
ゆ
っ
く
り
、
満
遍
な
く
か
け

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
水
道
メ
ー
タ
ー
よ
り
宅
内

の
水
道
管
に
つ
い
て
は
、
市
の
管
理

で
は
な
く
、
個
人
管
理
で
す
の
で
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

上
下
水
道
課（
☎
�
０
２
４
２
）、

各
地
域
局
地
域
振
興
課

 

商
店
や
事
業
所
の
ご
み

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
出
せ
ま
せ
ん

　
事
業
活
動
か
ら
出
る
ご
み
は
、
量

の
多
少
に
関
わ
ら
ず
自
ら
の
責
任
で

適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
法
律
で
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
市
が
収
集
す
る
の
は
、
一
般
家
庭

か
ら
出
る
ご
み
だ
け
で
す
。
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
事
業
系
ご
み
を
出
す

と
不
法
投
棄
と
し
て
法
律
で
罰
せ
ら

れ
ま
す
。

　
事
業
系
ご
み
を
市
の
処
理
施
設
へ

搬
入
す
る
に
は
、
次
の
２
つ
の
方
法

が
あ
り
ま
す
。

①
一
般
廃
棄
物
処
理
（
収
集・運
搬
）

業
者
に
委
託
す
る

　
高
梁
市
に
は
14
の
一
般
廃
棄
物
処

理（
収
集・運
搬
）業
者
が
あ
り
ま
す
。

許
可
業
者
に
収
集
・
運
搬
を
委
託
し

て
く
だ
さ
い
。

②
自
分
で
処
理
施
設
へ
搬
入
す
る

　
処
理
施
設
へ
搬
入
で
き
る
日
や
時

間
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
搬

入
に
必
要
な
申
請
書
類
が
あ
り
ま
す

の
で
、
必
ず
事
前
に
各
施
設
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー（
☎
�
４
６
５
１
）、

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
（
☎
�
０
５
３
０
）

 

在
宅
酸
素
療
法
者
電
気
料
助
成

 

治
療
者
の
電
気
料
を
助
成
し
ま
す

　
酸
素
濃
縮
装
置
を
使
用
し
て
い
る

在
宅
酸
素
療
法
治
療
者
に
、
酸
素
濃

縮
装
置
の
使
用
に
必
要
な
電
気
料
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象
者
…
医
師
の
処
方
に
基
づ
き

酸
素
濃
縮
装
置
を
使
用
し
て
い
る
在

宅
酸
素
療
法
治
療
者
で
、
次
の
要
件

を
す
べ
て
満
た
す
人
①
本
市
に
住
民

票
が
あ
る
②
施
設
に
入
所
し
て
い
な

い
③
市
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
（
４

月
か
ら
６
月
の
申
請
に
つ
い
て
は
前

年
度
の
状
況
に
よ
り
ま
す
）

※
１
カ
月
に
16
日
以
上
入
院
し
た
月

は
、
助
成
金
の
支
給
が
停
止
に
な
り

ま
す
。

▼
申
請
方
法
…
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
・
押
印
し
、
医
療
機
関
で
証

明
を
受
け
、
福
祉
課
障
害
福
祉
係
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

福
祉
課
（
☎
�
０
２
８
４
）

▶助成金額
酸素流量

（１分間当たり） 月　　額

１ℓ以下 ６００円
１ℓ超２ℓ以下 ７００円
２ℓ超３ℓ以下 ９００円

３ℓ超 １，５００円

※月の初日の医師の処方による安静
時の酸素流量の最高値

　平成 24 年 1 月 1 日以後に契約した保険契約等の保険料と平成 23 年 12 月 31 日以前に契約し
た保険契約等の保険料では、生命保険料控除の取り扱いが異なります。
　保険期間が 5 年未満の生命保険などの中には、控除の対象にならないものもありますので注意
してください。

　◎生命保険料控除の概要

　詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧ください。

  　平成24年分から生命保険料控除の取り扱いが変わります 税務課（☎�０２１４）

介護医療保険料控除
（最高４万円）

（介護保障、医療保障）
[ 新契約 ]

[ 旧契約 ]

[ 最高12万円 ]
新生命保険料控除
（最高４万円）
（遺族保障等）

新個人年金保険料控除
（最高４万円）
（老後保障）

旧生命保険料控除
（最高５万円）

（遺族保障、介護保障、医療保障等）

旧個人年金保険料控除
（最高５万円）
（老後保障）

新契約と旧契約の双方につ
いて控除の適用を受ける場
合は合計で最高４万円

新契約と旧契約の双方につ
いて控除の適用を受ける場
合は合計で最高４万円

　
大
人
と
幼
児
２
人
が
同
乗
で
き
る

３
人
乗
り
自
転
車
（
電
動
ア
シ
ス
ト

付
き
）
を
貸
し
出
し
ま
す
。

▼
貸
出
対
象
者
…
概
ね
１
歳
以
上
満

６
歳
未
満
の
幼
児
を
２
人
以
上
養
育

し
て
い
る
人

▼
貸
出
台
数
…
１
台

▼
募
集
開
始
日
…
平
成
25
年
1
月
７

日
㈪
か
ら
先
着
順
と
し
ま
す
。

▼
応
募
方
法
…
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
子
ど
も
課
へ
申
し
込
ん

で
下
さ
い
。申
請
書
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー 

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

子
ど
も
課
（
☎
�
０
２
８
８
）

 

幼
児
２
人
同
乗
用
自
転
車

ご
利
用
く
だ
さ
い

　日本年金機構では、国民年金保険料を納め
忘れた人に対して、電話、文書、戸別訪問に
よる納付の案内や免除等の申請手続きの案内
を民間事業者へ委託して行っています。

《平成２４年１０月から案内業務を行う委託事業者》
日立トリプルウィン㈱　 ０２２－２１１－７４０１

  国民年金保険料の案内は、民間委託して行います 市民課（☎�０２５２）
　日本年金機構高梁年金事務所（☎�０５７２）

　振り込め詐欺などにご注意！
▶委託業者は、日本年金機構が発行した納付書により最寄り
の金融機関やコンビニエンスストアで支払ってもらうよう案
内します。銀行口座を指定してＡＴＭの操作により振り込み
をお願いすることはありません。
▶委託業者が戸別訪問して保険料を預かる場合、顔写真入り
の納付督励員証明書（身分証）を提示し、日本年金機構が発
行する納付書を持っている人に限り保険料を預ります。納付
書を持っていない人から保険料を預かることはありません。

情報コーナー

 

入
浴
と
健
康
ス
ト
レ
ッ
チ
が
無
料

　
朝
霧
温
泉
ゆ
ら
ら
は
、
平
成
25
年
１

月
１
日
か
ら
休
館
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
今
後
の
施
設
の
利
活
用
に
つ
い

て
は
、
早
急
に
検
討
を
行
い
ま
す
。
市

民
の
皆
さ
ん
に
は
、
大
変
ご
迷
惑
を
お

掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
12
月
末
で
営
業
が
終
了
す
る

こ
と
を
受
け
、
市
と
指
定
管
理
者
は
12

月
31
日
ま
で
、
入
浴
と
15
分
の
健
康
ス

ト
レ
ッ
チ
を
無
料
と
し
て
い
ま
す
。
利

用
さ
れ
る
人
は
、
朝
霧
温
泉
ゆ
ら
ら
の

受
付
で
市
民
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
も

の
（
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
）
を
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

健
康
づ
く
り
課
（
☎
�
０
２
８
４
）

朝
霧
温
泉
ゆ
・
ら
・
ら
休
館


